
 

 

平成 27年 1月 1日から「障害者総合支援法」の対象になる難病等が 

130疾患から 151疾患に拡大されました。 

対象になる難病等の方は障害者手帳を持っていなくても、サービスが 

必要と認められた人は障害福祉サービスを利用する事ができます。 

 

対象者（※1障害者総合支援法の対象疾病一覧を参照）は最寄りの市町村の窓口で申請できます。 

申請の際には診断書または特定医療費（指定難病）医療受給者証の写しなどが必要です。 

介護給付（※2障害福祉サービスの種類を参照）を利用する場合は、障害支援区分（※3）の認定が必要

です。現在の生活や障害の状況などの調査結果をもとに審査、判定を行い、障害支援区分を決定します。 

指定特定相談支援事業者（※4）等が作成するサービス利用計画書を参考に、サービスの支給量が決ま

り、受給者証が交付されます。（サービス内容の変更の度に受給者証の交付の手続きが必要です。） 

サービスを利用する事業者を選択し、利用の契約を行い、利用開始となります。 

 

※1）障害者総合支援法の対象疾病一覧（厚生労働省ＨＰより 抜粋）  
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※2）障害福祉サービス等の種類 

介護給付 訓練等給付 相談支援 地域生活支援事業 

居宅介護（ホームヘルプ） 自立支援 計画相談支援 相談支援 

重度訪問介護 就労移行支援 地域相談支援 
日常生活用具給付又は

貸与 

同行援護 

就労継続支援（Ａ型

＝雇用型、Ｂ型＝非

雇用型） 

障害児相談支援 移動支援 

行動援護 
共同生活援助（グル

ープホーム） 
 地域活動支援センター 

重度障害者包括支援   福祉ホーム 

短期入所（ショートステイ）    

療養介護    

生活介護    

障害者支援施設での夜間ケア

（施設入所支援） 
   

その他、舗装用具の支給もあります。 

※3）障害支援区分 

障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す 6段階の区分（区分

6が支援の度合いが高い）です。80項目の調査結果と医師の意見書の内容をもとに、医師等で構成され

る審査会で審査判定が行われています。 

※4）市の指定を受け、サービスを申請する際の支援やサービス利用計画の作成などを行う事業所です。 

 

 

 

また、同じく平成 27年 1月 1日より、特定疾患の制度が変わります。大きな変更点は以下の３点です。 

① 月額自己負担上限額の金額、算定方法の変更（算定の対象が世帯全員に変更、上限額が 0円～30000

円（月額）に変更、入院時の食費が全額自己負担になる等）いずれも 3年間の経過措置があります。 

② 指定医療機関、指定医制度（都道府県が指定した指定医療機関、訪問看護事業所、薬局のみ医療費

助成の対象となる、都道府県指定の医師のみ臨床調査個人票の記載が可能） 

③ 対象疾患の拡大（現行の 56疾患から 110疾患が対象、平成 27年夏には 300疾患に拡大される予定） 
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